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第６回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
説明資料



申請書類は、選択する事業区分ごとに異なります。

募集要項、電子申請マニュアル（Jグランツ）を
よくお読みになった上で、提出してください。
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はじめに



１．書類を準備・作成する前に必ず募集要項のご確認を

してください。

２．提出前に、再度記入漏れや文字の見切れ、図がは

み出ていないか等、確認してください。

不備があると再度、日を改め提出いただく場合があ

ります。円滑に書類を提出できるよう心掛けてくださ

い。
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提出前のご確認事項



申請書類一覧
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申請書類 部数

１ 申請前確認書
申請書（ExcelパートとWordパート両方必要）

１部

２ 確定申告書類 直近３期分×１部

３ 履歴事項全部証明書 １部

４ 納税証明書 直近２期分×１部

５ 積算根拠書類 機種ごとに１部ずつ

６ 機械設備設置場所関連書類 設置場所ごとに１部ずつ

７ 会社関連書類 １部

８ 小規模企業者関連書類 １部

９ 導入前適正化診断関連書類 １部

１０ デジタル技術アドバイザーによる提案書関連書類 １部

１１ DX推進アドバイザーによる提案書関連書類 １部

１２ 地球温暖化対策報告書制度等関連書類 １部

１３ ゼロエミッション関連書類 １部

１４ 賃金引上げ計画書関連書類
（賃上げ計画書、賃上げ誓約書、事業場内最低賃金者名簿、直近決算
期の給与支給総額、賃金台帳の写し）

１部

※募集要項P.27～P.32より抜粋



・申請前確認書は提出前に必ず内容をご確認ください。

・申請書はExcel形式、Word形式それぞれの提出が必要です。

※各事業区分に応じて別途概要書も必要です

１ 申請前確認書
申請書
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２ 確定申告書類 ①

・直近３期分の確定申告書を１期ずつPDF等にまとめ
てご提出してください。
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２ 確定申告書類 法人・個人共通 ②

税務署の受付印または電子申告の受信通知(メール詳細)

※税理士印が押された書類ではありません

第６回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
説明資料



２ 確定申告書 法人 ③

・別表１～16

・貸借対照表

・損益計算書

・販売管理費及び一般管理費明細表

・製造原価報告書

・株主資本変動計算書

・勘定科目内訳書

・法人事業概況説明書(両面)

（未作成のものは提出不要）
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・第一表～第五表

(申告時に提出したもののみ)

・青色申告決算書
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２ 確定申告書 個人 ④



３ 履歴事項全部証明書

法人の方

履歴事項全部証明書

(発行3ヶ月以内)

※現在事項全部証明書ではありません

個人の方

開業届の写し

第６回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
説明資料



法人
「法人事業税」・「法人都民税」の納税証明書(２期分)

※都税事務所で発行したもの(税務署ではありません)
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４ 納税証明書



４ 納税証明書

個人事業者で事業税が課税の場合

「個人事業税の納税証明書(都税事務所発行)」と

代表者の「住民税納税証明書(市区町村発行)」２期分
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個人事業者で事業税が非課税の場合

代表者の「所得税納税証明書(その１)(税務署発行)」直

近分と代表者の「住民税納税証明書(市区町村発行)」２

期分
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４ 納税証明書



５ 積算根拠書類 ①

・１機種ごとに２社の見積書

・機械の最新カタログ

・見積書採用予定先の会社案内

上記書類を機種ごとに提出が必要です。

※カタログがない場合

⇒設計図・機械の明細が判るもの(仕様書など)

※オーダーメイドやメーカー直販などで相見積が入手できない場合

⇒見積限定理由書の提出が必要です。
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５ 積算根拠書類 ②

☆積算根拠書類の注意事項☆
・見積書は申請時点で有効なものを提出してください。

・募集要項Ｐ61の推奨見積書を参考に、

必要事項を記載してください。

⇒「一式」など詳細が不明な場合は、

助成対象外になります。

・相見積を取る際は必ず、

同一メーカー・同一型番の相見積
が必要です。

⇒類似機械の見積書では申請できません。

・海外製の設備など積算根拠書類（見積書・仕様書・

図面等）は必ず日本語訳資料が必要です。
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見積限定理由書とは？
⇒オーダーメイド・メーカー直販・特定代理

店販売により販売経路が限られている場

合のみ必要です。

⇒上記以外の理由では申請書類の不備

となります。

⇒見積限定理由書には相見積書を入手

できない理由を簡潔に記載してください。

⇒機械選定理由は申請書内にご記載くださ

い。
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５ 積算根拠書類 ③



６ 設置場所関連書類

・機械設置場所の最寄り駅・バス停からの地図

・機械設置場所の外観、設置場所の写真

・機械設置場所の平面図・配置図

⇒設置場所ごとに１部提出が必要です。
※設置場所が建設中、建設予定等の場合は現状の写真をご提出ください。

採択後に改めてご提出していただきます。

※ソフトウェアの場合は、主に管理する場所の写真を提出してください。
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７ 会社関連書類
・会社案内(１部)

・法令上必要な許認可書、工場設置認可書の写し(１部)

⇒工場設置認可や特定施設の届け出など
※許認可の必要性についてご不明な場合、区市町村担当部署等にご確認ください

又は で

※許認可の写し、確認は

・既存事業を行うために必要なもの

・今回導入設備や新規事業に必要なもの

両方必要です。

※現時点で取得できない許認可等は、助成事業の完了までに取得してください
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工場立地法
〇〇市（機械設置場所）

特定施設設置
〇〇市（機械設置場所）

🔍検索



８ 小規模企業者関連書類
※競争力強化区分小規模企業者(申請者区分Ｂ)で申請する場合

１ 小規模企業者に該当することの確認書 を１部

２ 「労働保険料等基礎賃金等の報告(事業主控)」 又は

「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の写し

を事業所ごとに１部ずつ提出が必要です。
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１

２



９ 導入前適正化診断関連書類

事業区分「Ⅱ DX推進」で申請する際に、

加点を希望する事業者は、

令和２年度までに公社が実施した

「IoT、AI導入前適正化診断」

か

「ロボット導入前適正化診断」

の報告書等書類を１部提出が必要です。
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事業区分「Ⅱ ＤＸ推進」で申請する際に、

加点を希望する事業者は、

公社の支援を受け

「デジタル技術アドバイザーによる提案書」

の報告書等書類を１部提出が必要です。

※アドバイザーの助言に基づき生産性向上を図るための支援です。
加点措置を受けるためだけの支援制度ではありません。

※提案書の作成には最低３か月程度のお時間を頂きます
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１０ デジタル技術アドバイザーによる
提案書関連書類



事業区分「Ⅱ ＤＸ推進」で申請する際に、

加点を希望する事業者は、

公社の支援を受け

「DX推進アドバイザーによる提案書」写し

の提出が必要です。

※企業変革に向けたDX推進支援事業は加点措置を受けるため
だけの支援制度ではありません。
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１１ DX推進アドバイザーによる提案
書関連書類



１２ 地球温暖化対策
報告書制度等関連書類

全ての申請事業区分において、

加点を希望する事業者は、東京都（環境局）に提出した

「地球温暖化対策報告書提出書（収受印有）」

「地球温暖化対策計画書の提出書、及び

地球温暖化対策計画書の提出者一覧」

「特定テナント等地球温暖化対策

計画書提出書」

の写し、いずれかを１部提出が必要です。
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１３ ゼロエミッション関連書類

Ⅰ競争力・ゼロエミッション強化／賃上げ促進区分で

「①ゼロエミ要件有り」を申請する場合、

提出が必要です。

※ゼロエミッション概要書の１ （１）に該当する方

対象となる省エネルギー型設備が、公的機関等の認
定や指定を受けたことを示す資料を提出してください。

例：導入設備の製品名や型番が掲載されているHPの
写し等）
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１４ 賃金引上げ計画書関連

Ⅰ競争力・ゼロエミッション強化／賃上げ促進区分で

「②賃上げ要件有り」を申請する場合、

提出が必要です。 （P.52～55）

（１）事業場内最低賃金者名簿
※事業実施場所が複数ある場合、「賃金引上げ計画書」記載場所のいずれ
かの該当する従業員名簿

（２）申請時点の直近決算期 給与支給総額

（３）賃金台帳の写し
（１）の名簿の該当者のうち、代表する １名分の賃金台帳。 ※直近１ヶ月の
賃金台帳。
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申請書作成時のポイントについて

・申請書は公社ＨＰより最新版をダウンロードの上、作成

してください。

・申請書類提出後の加筆・修正は原則できません。

・募集要項Ｐ３３～Ｐ６３に記載例・作成時のポイントが

掲載されています。
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申請書記載内容一覧
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項目

１ 事業計画テーマ ９ 他の助成金申請等状況

２ 事業区分、申請者区分 １０ 設置場所の詳細

３ 業種・常用従業員数 １１ 加点措置適用の有無

４ 助成対象経費・助成金交付申請額 １２ 事業計画

５ 申請機種数 １３ 機械設備に係る計画等

６ 申請者の概要 １４ 事業計画に係る資金計画等

７ 全役員名簿 １５ 収支計画

８ 株主名簿



申請書作成時のポイント ①

・「２ 事業区分」は該当する箇所に

１つ○を付けます。

⇒複数付けることはできません。
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様式第１号（第５条関係）

（和暦）令和 5 年 5 月 29 日

公益財団法人　東京都中小企業振興公社

理　　事　　長　　　殿

本 店 所 在 地 〒

名　　　　　称

代　表　者　名

第 ５ 回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業　申請書

下記のとおり助成事業を実施いたしますので、助成金の交付を申請します。

記

１ 事業計画テーマ

31

２ 事業区分／申請者区分（該当区分を１つ選択して○印をつけてください）

選択
欄

A1: 中小企業者 助成率１/２以内・助成限度額１億円

A2: 中小企業者ｾﾞﾛｴﾐ 助成率３/４又は２/３以内・助成限度額１億円

B1: 小規模企業者 助成率２/３以内・助成限度額３千万円

B2: 小規模企業者ｾﾞﾛｴﾐ 助成率３/４又は２/３以内・助成限度額１億円

○ Ⅱ ＤＸ推進 Ｃ：ＤＸ推進 助成率２/３以内・助成限度額１億円

「区分：ＤＸ推進」技術区分の選択 1

① IoT・AI ○ ② ロボット

③ その他

Ⅲ イノベーション Ｄ：イノベーション 助成率２/３以内・助成限度額１億円

「区分：イノベーション」産業分野の選択 FALSE

① 防災・減災・災害 ② インフラメンテナンス

③ 安心・安全の確保 ④ スポーツ振興・障害者スポーツ

⑤ 子育て・高齢者・障害者等 ⑥ 医療・健康

⑦ 環境・エネルギー ⑧ 国際的な観光・金融都市の実現

⑨ 交通・物流・サプライチェーン

「区分：イノベーション」新事業活動区分の選択 FALSE

① 新商品の生産 ② 新役務の提供

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

Ⅳ 後継者チャレンジ Ｅ：後継者チャレンジ 助成率２/３以内・助成限度額１億円
1

Ⅰ
競争力・ゼロエ
ミッション強化

Ａ：

下限額
100
万円

Ｂ：

(技術区分の選択 ok)

 

 

④　役務の新たな提供の方式の導入、その他
       新たな事業活動

東京　太郎

文字数ｶｳﾝﾀ
40字以内

●●●ロボットを導入しライン自動化と効率向上を図り新分野へ参入

（注：［区分：ＤＸ推進］を選択した場合は①～③の技術区分／ ［区分：イノベーション］を選択した場
合は①～⑨の産業分野及び①～④の新事業活動区分の中から各々１つずつ選択して〇印付与）

事業区分 申請者区分

株式会社東京製作所

 公社記入欄

 受付番号

000-0000

東京都○○区○○町○－○－○

株式会社東京製作所

本記入サンプルの赤字部分が記入又は

選択箇所です。

黒字部分は「転記」される部分で記入

不要。

※日付欄は提出日を選択してください。

※本申請書は原則「和暦」で記入ください。

※30字程度（40字以内）で記載してください。採択時には公表されます。



・「３ 業種・常用従業員人数」には業種と
業種コードを記載します。

・「４ 助成対象経費・助成金交付申請額」
には、「１４ 事業計画に係る資金計画等」
の金額が転記されます。

・「６ 申請者の概要」の「本事業に関する
連絡先」は必ず、助成事業についてわか
る方がいる場所を記載してください。また、
「役員を除く常用従業員数」は右欄の「従
業員内訳」の合計が転記されます。
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一致

申請書作成時のポイント ②



・「７ 全役員名簿」は基準日現在の役
員を全員記載してください。

⇒「監査役」も対象になりますので、
忘れずにご記入ください。
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・「８ 株主名簿」は基準日現在の株主
を持ち株比率７０％になるまで記載して
ください。

申請書作成時のポイント ③



・「１０ 設置場所の詳細」「建物の所
有形態」では、設置場所の建物が自
社所有か賃借物件よくご確認の上、
ご記入ください。

賃借物件の場合、賃借期間を記入
する欄がありますので必ずご記入し
てください。

設置場所は原則変更できま
せん。十分に検討の上、設置場所
の策定をしてください。

※複数設置する場合は設置場所ごとに

ご記入ください。
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申請書作成時のポイント ④



・「１２ 事業計画」の作成ポイント

・申請書の各項目は審査で参考にし
ます。事業計画をイメージしやすい内
容で記載してください。

⇒明瞭、簡潔、客観的に具体的数値
や名称を用いて、補足説明がなくても、
読む人がイメージしやすい内容を心
掛けて記載してください。
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申請書作成時のポイント ⑤



・目的との適合性は合致してい
るか。

⇒選択した事業区分にどのよ
うに合致しているかを記載して
ください。

各事業区分に合わせた視点で
ご記入下さい。

※目的との適合性は審査項目
の一つなので、合致度合いの
お問い合わせにはお答えでき
ません。

※助成率の高い区分ではより
重視して審査しています。
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申請書作成時のポイント ⑥
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・事業区分

「Ⅱ DX推進」

「Ⅲ イノベーション」

「Ⅳ 後継者チャレンジ」
で申請する場合、別途
「概要書」の作成が必要
です

※「Ⅱ DX推進」で申請
の場合「チェックシート」
の提出が必要になります

申請書作成時のポイント ⑦



・(８)法令上必要な許認可・届出等には
許認可・届出等の有無、どのような許
認可・届出等を行っているか記載してく
ださい。

⇒「工場設置認可」など様々許認可・届
出等があります。詳細は募集要項をご
覧下さい。

・企業活動をする上で必要な許認可、

本事業計画で新たに必要となる許認可

両方の記載が必要です

で
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🔍検索

工場立地法
〇〇市（機械設置場所）

特定施設設置
〇〇市（機械設置場所）

申請書作成時のポイント ⑧



・「１３ 機械設備に係る計画等」の作成ポイント
・「(１)機械設備一覧表」の資産の種類には機械装置・器具備品・ソフトウェア
ABのいずれかを記載してください。ソフトウェアBは「Ⅱ DX推進」の方のみ対
象となります。
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申請書作成時のポイント ⑨



・「１３ 機械設備に係る計画等」の作成ポイント
・「(２)機械設備購入予定先・機械設備導入スケジュール」の「事業終了予定年
月」には助成対象期間内で設置・支払いが完了した後の年月を選択して下さい。

⇒第６回の助成対象期間は令和６年４月１日～令和７年９月３０日です。
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・事業終了とは？
⇒全ての助成対象設備の
取得・設置、経費の支払い
完了、又は許認可取得な
どで稼働が遅れた場合の
設備稼働開始を指します。

申請書作成時のポイント ⑩



・「１４ 事業計画に係る資金計画
等」の作成ポイント
・「(３) 経費区分内訳」は(税抜)と(税込)を
記載する欄があります。「１３ 機械設備に
係る計画等」に内容を記載すると転記さ
れます。

・助成金は後払いです。資金調達方
法など十分ご検討の上、「(４) 資金調達
内訳」に記入してください。

⇒調達先・進捗状況も忘れずにご記載く
ださい。
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申請書作成時のポイント ⑪



・「１５ 収支計画」の
作成ポイント
・「(１)収支計画の具体
的説明表」には「(２)収
支計画」の計算根拠に
ついて、十分ご検討の
上、具体的に記載してく
ださい。

・「(１)収支計画の具体
的説明表」には、収支
計画通り事業が遂行し
なかった場合の次善策
を必ず記載してください。
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申請書作成時のポイント ⑫



・収支計画表の作成ポイント
・事業区分「Ⅰ競争力・ゼロエミッション強化／賃上げ促進」のうち、ゼロエミ要件・賃
上げ要件、「Ⅱ DX推進」、「Ⅲ イノベーション」、「Ⅳ 後継者チャレンジ」で申請をす

る場合、「(２)収支計画表」において一人当たりの付加価値額の伸び率が３年
後：９％、４年後：12％、５年後：15％のいずれか１つ以上に丸がついている
必要があります。
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申請書作成時のポイント ⑬



申請書に加え、各区分に応じた概要書が必要です。

Ⅰ. 競争力・ゼロエミッション強化／賃上げ促進

①ゼロエミ要件 ・・・ゼロエミッション概要書

②賃上げ要件 ・・・賃金引上げ計画書関連

Ⅱ. DX推進 ・・・DX推進概要書、DXチェックシート

Ⅲ. イノベーション ・・・イノベーション概要書

Ⅳ. 後継者チャレンジ ・・・事業承継概要書
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事業区分ごとの概要書



Webページ紹介
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または 東京都 躍進的 🔍検索

公社助成金のページ



募集要項・申請書の取得方法
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事業紹介
ページ

申請書一式を
ダウンロード



お問い合わせ先

（公財）東京都中小企業振興公社 設備支援課

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9

TEL: 03-3251-7884

お問い合わせの際は「躍進設備の質問です」とお申し出ください。
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